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趣

旨

平
安
時
代
初
期
太
上
天
皇
の
研
究
は
、
奈
良
時
代

の
太
上
天
皇
か
ら

の
移
行
時
期
と
太
上
天
皇
の
性
格

の
変
化

に
視
点
が
置
か
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
研
究
者
は
奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
に
天
皇
と
同
等
の
権
力
を
見
て
い
る
が
、
薬
子
の
変
以
後
そ

の
権
力
は

「潜
在
化
」

ヘ
ヱ

し
、

か
わ
り
に
前
面
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

「
家
父
長
的
権
威
」
を
重
視
し
て
い
る
。

平
安
時
代
初
期
太
上
天
皇

(以
下
、
上
皇
と
す
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
が
家
父
長
的
権
威
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と

い
う
解
釈

が

一
般
化
し
、
各
研
究
者
と
も
こ
の
語
句
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
目
崎
徳
衛
氏
の
嵯
峨
、
宇
多
、

円
融
各
上
皇
に
関
す
る

ハ
　

検
討

に
見
え
る
の
み
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
後
の
研
究
に
は
家
父
長
的
権
威
と

い
う
解
釈
が
先
行
し
て
い
て
、
各
上
皇

の
実
態
を
伴
う
も
の

で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
皇
と

い
う
身
位
が
存
在
す
る
以
上
は
、
上
皇

の
性
質
に
も
時
期
的
な
変
化
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
平
安
時
代
初
期
上
皇
と
院
政
期
上
皇

の
捉
え
方
に
断
絶
が
あ

っ
て
、
院
政
が
忽
然
と
生
ま
れ
た
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ

　
ヨ

　
　

る
。
さ
ら
に
研
究
者
に
よ

っ
て
は
院
政
期
上
皇

へ
の
見
通
し
は
述

べ
ら
れ
る
も
の
の
、
平
安
期
上
皇
に
そ
の
要
素
と
な
る
具
体
的
な
様
相
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は
提

示
し
て
い
な

い
。

こ

の
よ
う
な
問
題
点
を
解
明
す
る

一
手
段
と
し
て
、
筆
者
は
平
安
時
代
中
期

に
位
置
す
る
宇
多
上
皇
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
い
る
。

宇
多

上
皇
は
国
政
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
上
皇
と
さ
れ
て
、
宇
多
院
宣
旨
と

い
う
文
書
も
確
認
で
き
、
平
安

時
代
中
期
の
上
皇
の
実

態
を

提
示
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
宇
多
上
皇
研
究
は
国
政
関
与
の
有
無
に
視
点
が
置
か
れ
、
国
政
に
関
与
し
な
い
史
料
に
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ

れ
故

に
こ
こ
に
改
め
て
宇
多
上
皇

の
実
態
を
考
察
す
る
。
そ

の
結
論
に
は
①
家
父
長
的
権
威
を
検
証
し
、
②
院
政
期
上
皇
に
つ
な
が
る
要

素
を

見
い
だ
し
、
平
安
期
上
皇
の
性
格
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
本
稿
の
目
的
と
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
の
み
で

平
安

時
代
の
上
皇
を
解
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
追
及
の
基
礎
的
作
業
と
し
た

い
。
な
お
、
宇
多
上
皇

は
譲
位
後
出
家
し
、
初

め
て
法
皇
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
も
国
政
に
影
響
力
が
あ

っ
た
点
に
お

い
て
法
皇
が
上
皇

の
身
位
を
象
徴
す

る
も

の
と
考
え
て
、
本

稿
で
は

「宇
多
法
皇
」
と
題
し
て
い
る
。
こ
れ
以
下
そ
の
特
殊
性
か
ら
上
皇
と
言
わ
ず
宇
多
法
皇
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
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二

方

法

上
記

の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
、
筆
者
は
宇
多
法
皇

の
意
志
伝
達
に
注
目
す
る
。
特
に
上
皇
の
意
志
伝
達
の
経
路
は
外
的
状
況
に
よ

っ

て
変
化
す
る
も
の
で
な
く
、
基
本
的
な
上
皇
の
位
置
付
け
を
示
す
も

の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ

こ
で
宇
多
法
皇

の
意
志
伝
達
が
認
め
ら
れ
る
史
料
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
う
ち
、
醍
醐
天
皇
や
上
卿
を
対
象

と
す
る
も
の
の
な
か
で
、

双
方

の
連
絡
と
解
さ
れ
る
も

の
は
対
象
か
ら
省

い
た
。
す
る
と
太
政
官
機
構
を
介
す
る
経
路
と
介
さ
な
い
経
路
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と



が
で
き
た
。
太
政
官
機
構
を
介
さ
な
い
経
路
は
、
主
に
宇
多
院
宣
旨
と
言
わ
れ
る
文
書
に
よ

っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
宇
多
院
宣
旨

　
ら

自
体

の
研
究
は
、
僅
か
に

一
例
を
見
つ
け
る
の
み
で
、
古
文
書
学
的
位
置
付
け
も
定
ま

っ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
先
述
の
目
的
を
果
た
す
た

め
、
宇
多
院
宣
旨

の
解
明
を
も
副
次
的
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
論
考
に
お

い
て
は
、
宇
多
上
皇
論
と
古
文
書
学
か

ら
見

た
院
宣
論
の
二

つ
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
な
る
。

107宇 多法皇を通して見た平安期太上天皇

三

検
討
結
果

宇
多
法
皇
の
意
志
伝
達
に
は
、
二
系
統
の
伝
達
経
路
が
存
在
し
た
。
第

一
は
法
皇

の
意
志
が
醍
醐
天
皇
や
藤
原
忠
平
に
伝
え
ら
れ
、
天

皇

・
上
卿

の
命
令
と
し
て
太
政
官
機
構
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
経
路
と
、
第

二
に
法
皇

の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
表
面
に
出
し
主
に
宇
多
院

宣
旨
と

い
わ
れ
る
文
書
に
よ

っ
て
伝
達
さ
れ
る
経
路
で
あ

っ
た
。

宇
多
上
皇
の
意
志
伝
達
が
太
政
官
機
構
を
介
す
る
理
由
は
、
太
政
官
系
統

の
文
書
が
公
的
処
置
の
文
書
で
あ

っ
て
、
法
皇
の
意
志
に
つ

い
て
形
式
的
な
手
続
き
を
と
る
た
め
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
太
政
官
符
や
官
宣
旨
で
は
天
皇
や
上
卿
の
命
令
と
な

っ
て
い
て
も
そ
れ
以
前

に
法
皇
の
意
志
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
、
天
皇
や
上
卿
が
法
皇
の
意
志
を
忠
実
に
実
行
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
法
皇
に
は
叙
位

・
除
目
や

重
大
事
件

の
処
置
に
つ
い
て
事
前
に
相
談

・
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
決
定
権
は
宇
多
法
皇

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次

に
太
政
官
機
構
を
介
さ
な
い
経
路
に
つ
い
て
は
宇
多
院
宣
旨

の
検
討
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

　
　

宇
多
院
宣
旨
に
つ
い
て
は
、
宇
多
法
皇
の
意
志
を
奉
じ
て
書
か
れ
た
文
書
を
少
な
く
と
も
三
例
は
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
概
説

　
　

書
類

で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
ま
た
、
そ
の
定
義
か
ら
文
書
形
態
と
し
て
院
宣
に
含
む
研
究
者
も

い
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
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宇
多
院
宣
旨
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
宇
多
院
宣
旨
を
新
た
に
検
討
し
た
結
果
、
宇
多
法
皇

の
時
期

に
発
給
さ
れ
た
文
書
を

「院
宣
」
と
称
し
た
例
は
な
く
、
宇
多
法
皇

の
時
期

の

「院
宣
」
は
文
書
形
式
を

い
う
の
で
は
な
く
、
院

(法
皇
)

の
命
令
と

い
う
意
味

で
あ

っ
た
。
ま
た
当
時
は
法
皇
の
意
を
奉
じ
て
書
か
れ
た
文
書
を
宣
旨
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
し
か
も
様
式
上

は
宣
旨
系
統
の
文
書
で
あ
る
が
、
上
皇

の
意
志
を
他
者

へ
伝
達
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
奉
書

の
範
疇
に
入
る
と
考
え

　
　た

。
さ
ら
に
史
料
上
に
見
え
る
宇
多
院
宣
旨
を
検
討
す
る
と
、
次

の
よ
う
な
場
合
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
①
端
午
の
宴

へ

　
　

の
招
待
な
ど
太
政
官

の
認
可
を
必
要
と
し
な

い
個
人
的
意
志
の
伝
達
、
②
法
皇
の
意
志
に
よ
る
公
務
の
決
定
に
お

い
て
、
予
め
意
志

の
対

　
い

　け

象
者

に
そ
の
旨
を
伝
え
る
場
合
、
③
法
皇
の
権
威
に
よ
る
公
験
を
作
成
す
る
場
合
、
④
宇
多
院
が
関
係
す
る
所
領

に
つ
い
て
検
注
の
施
行

　ぼ

を
命
ず
る
場
合
で
あ
る
。
①
と
②
は
伝
達
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
奉
者
を
介
し
た
法
皇
と
の
二
者
間
、
主
に
僧
侶
を
対
象
と
す

る
個
人
的
な
意
志

の
伝
達
に
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
④
は
所
領
の
相
論

に
関
し
て
法
皇
の
権
限
の
み

で
在
地
に
効
力
を
及
ぼ

し
て

い
る
。
こ
の
法
皇
の
権
限
は
非
制
度
上

の
も
の
で
あ

っ
た
。

　の

院
政
期

の
院
庁
発
給
文
書
に
つ
い
て
鈴
木
茂
男
氏

の
論
考
を
参
照
す
る
と
、
院
庁
関
係
所
領

の
領
家
は
自
ら
の
権
利
の
正
当
性
を
確
保

す
る
た
め
に
、
ま
ず
院
庁
発
給
文
書
を
求
め
て
い
る
。
院
庁
は
国
司
を
指
揮
す
る
法
的

・
制
度
的
根
拠
を
も
た
な
か

っ
た
が
、
現
実
に
は

院
庁
発
給
文
書
に
よ

っ
て
、
国
司
は
国
司
庁
宣
を
発
給
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
は

「
上
皇
の
非
制
度
的
権
威
に
由

来
す
る
」
も
の
で
あ

っ

た
と
さ
れ
る
。
ま
さ
し
く
④

の
宇
多
院
宣
旨
は
こ
の
点
に
関
連
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
宇
多
院
宣
旨
の
こ
の
効
力
に
特

に
注
目
し
た

い

。
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四

結

論

太

政
官
機
構
を
通
し
て
宇
多
法
皇
の
意
志
が
実
現
さ
れ
る
過
程
に
お

い
て
、
公
式
文
書
に
は
天
皇
や
上
卿
の
命
と
あ

っ
て
も
そ
れ
以
前

に
法

皇
の
意
志
が
介
入
し
て
お
り
、
実
質
的
決
定
権
は
宇
多
法
皇
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
や
上
卿
の
側

に
も
法
皇
の
意
向

に
逆

ら
う

形
跡
は
な
く
、
こ
れ
以
前
の
嵯
峨
、
円
融
上
皇
に
も
同
様
な
事
象
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
形
式
の
伝
達
経
路
は

上
皇

の
性
格
的
変
化

に
伴
う
も

の
で
、
上
皇
の
権
力
低
下
を
示
す
も
の
で
は
な

い
。
平
安
時
代
上
皇
の
伝
達
に
共

通
す
る
方
式
な
の
で
あ

る
。

こ
れ
を
各
研
究
者
は
上
皇
権
力

の

「
潜
在
化
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
り
、
「
家
父
長
的
権
威
」
に
よ
る
国
政

の
領
導
と
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
宇
多
法
皇
は
宇
多
院
宣
旨
に
よ

っ
て
法
皇
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
在
地
に
向
け
て
意
志
を
伝
達
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
公
的
な
も

の
で
な
く
、
律
令
法
を
無
視
し
た
法
皇

の
権
限
に
よ

っ
て
在
地
を
支
配
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
先

の
宇
多
法
皇

の
公
務

に
関
す
る
意
志
の
伝
達
、
天
皇

や
上
卿
の
側
の
確
実
な
実
行
を

「家
父
長
的
権
威
に
よ
る
も
の
」
と
表
現
す
る
な

ら
、
こ
の
宇
多
院
宣
旨

に
見
え
る
効
力
は
、
「家
父
長
的
権
威
に
よ
る
も
の
」

の
範
囲
を
超
越
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
に
院
政

へ
つ
な
が
る
要
素
を
見
い
だ

す

の
で
あ
る
。

院

政
期

の
白
河
、
鳥
羽
上
皇

に
つ
な
が
る
宇
多
法
皇
権
力
の
要
素
は
、
天
皇
、
太
政
官
機
構
、
或

い
は
皇
室
内

部
に
対
す
る
権
威

(家

父
長

的
権
威
)
に
加
え

て
、
在
地
や

一
般
官
人

に
対
し
て
法
皇
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
文
書
中
に
示
し
、
そ
の
非

制
度
上
の
権
限
を
行
使

し
た

こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
ま

で
平
安
時
代
初
期
上
皇
に
お

い
て
は
、
「家
父
長
的
権
威
」

に
よ
る
国
政
関
与

に
視
点
が
置
か
れ
、
そ

の
国
政
関
与
の
有
無
に

上
皇

権
力
を
見

て
き
た
。
し
か
し
、
院
政
期
上
皇

に
つ
な
が
る
要
素
を
平
安
時
代
中
期
上
皇
に
見
い
だ
そ
う
と
す

る
時
に
は
、
「家
父
長
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的
権

威
L
に
よ
る
国
政
関
与
の
み
で
は
見
い
だ
せ
な
い
も

の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
平
安
時
代
に
お
け
る
宇
多
法
皇

の
特
異
性
は
、
宇
多
法

皇
が
宇
多
院
宣
旨
に
よ
り
非
制
度
的
権
限
を
在
地
に
行
使
し
た
新
た
な
現
象
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
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465
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橋
本
義
彦

「
"薬
子

の
変
"
私
考
」

(
『平
安
貴
族
』
平
凡
社
、

一
九

八
六
年
、
初
出

一
九
七
六
年
)
、
仁
藤
敦
史

「律
令
成
立
期
に
お
け

る
太
上
天
皇
と
天

皇
」

(
『古
代
王
権
と
官
僚
制
』
臨
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書
店
、

二
〇
〇
〇
年
)
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春
名
宏
昭
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安
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上
天
皇
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公
と
私
」

(『史
学
雑
誌
』

一
〇
〇

⊥

二
号
、

一
九
九

一

年
な
ど
)

目
崎

徳
衛

「政
治
史

上
の
嵯

峨
上
皇
」

(初
出

一
九

六
九
年
)

「宇
多
上
皇

の
院
と
国
政
」

(初
出

一
九
六
九
年

)
「円
融
上
皇
と
宇
多
源
氏
」

(初

出

一
九

七
二
年
)
後

い
ず
れ
も

『貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』

一
九
九

五
年
、
吉
川
弘
文
館

に
所
収
。

橋
本
氏

(註

1
)
は

「
摂
関
家
流

の

一
君
万
民
観
」
を
克
服
し
た

「明
法
家
流

の
上
皇
正
帝

同
儀
観
」
に
、
仁
藤
氏

(註

1
)
は
天
皇
が
有
す
る
官
僚
制

の
枠
外

の
事
項

の
出
現
に
対
し
上
皇

の
必
要
性
と
重
要
性
が
生
ま

れ
た
点

に
、
春
名
氏

(註
1
)
は

一
因
と
し
て
私
的
権
門
的
活
動

の
拡
充
に
、
院

政
発

10

生
の
要
因
を
求
め
て

い
る
。

春
名
氏
は
註

(
1
前
掲
論

文
に
お

い
て
、
嵯
峨
上
皇
以
後
院
政

が
始
ま

る
前

の
三
条
上
皇
ま

で
を
総
称
す
る
意
味

の
便
宜
的
形
容
と
し

て
用

い
て

い
る
。

筆
者
も

こ
れ
に
従

っ
て
い
る
。

山
本
崇

「
宇
多
院
宣
旨

の
歴
史
的
前
提
」

(
『古
文
書
研
究
』
第
四
八
号
、

一
九
九
八
年
)

『朝
野
群
載
』
巻
十
七
、
佛
事
下
、
請
僧
書
、
延
長
六
年

(九
二
八
)
四
月
二
十
九
日
に
見
え

る
宣
旨
、

『東
大
寺
要
録
』
延
長
六
年

(九
二
八
)、

八
月

二
十

一
日
宇
多
院
宣
旨
書
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
四
調
訥
文
、
延
長
四
年

(九

二
六
)
七
月

四
日
調
訥
文

の
三
例
で
あ

る
。

橋
本
義
彦

「
院
宮
文
書
」

(
『
日
本
古
文
書
学
講
座

3
古
代
編

H
』
雄
山
閣
出
版
、

一
九
七
九
年
)
鈴
木
茂
男

「
院
政
期
院
庁

の
機
能
に

つ
い
て
ー
院
庁
発

給
文
書
を
通
じ
て
見
た
る

ー
」

(
一
九
六

一
年
卒
業
論
文
、

『古
代
文
書

の
機
能
論
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
所
収

)

早
川
庄

八
氏
が

『宣
旨
試
論
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
)

の
中

で
、
「
宣
旨

は
上
級
者

の
命
令
を
受
け
た

下
級
者
が
書
き
留
め
た
書
類
で
あ
り
、
伝
達

の
役
割
は
な

い
の
に
対
し
、
奉
書
は
上
級
者

の
意
志

・
命
令
を
他
者

に
伝
達
す
る
目
的
で
下
級
者
が
作
成
す
る
文
書
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
よ
る
。

註

(
6

『朝

野
群
載
』
に
見
え

る
宣
旨
、
註

(6

『本
朝
文
粋
』

に
見
え

る
課
訥
文
。
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(
13

『僧
官
補
任
』

(
『群
書
類
聚
』

巻
四
補
任
部
所
収
)
に
収
め
る

「宝
橦
院
検
校
次
第

」
延
喜

二
十
年

(九

二
〇
)
八
月
二
十
三
日

「宇
多
院
宣
旨
」
、
『扶

桑
略
記
』
延
喜
二
十
二
年

(九
二
二
)
八
月

八
日
条
に
見
え

る

「
宣
旨
」
。

『東
大
寺
要
録

』

巻
八
、
延
長
六
年

(九

二
八
)
八
月
二
十

一
日

「
宇
多
院
宣
旨
書
」
。

『平
安
遺
文
』

一
巻
、
二
三
三
号
、
延
長
七
年

(九
二
九
)
七
月
十

四
日

「伊
勢
国
飯
野
庄
大
神
官
勘
注

」
に
見
え

る
、
延
長
七
年
四
月
二
十
五
日
付

「宇

多
院
宣
旨
」
。

鈴
木
註

(
7
前
掲
論

文
。

111宇 多法皇を通 して見た平安期太上天皇

〔追
記
〕
修
士
論
文

の
成
果

の

一
部
は
、
「
宇
多
院
宣
言

に
つ
い
て
」

(
『奈
良
史
学
』

一
三
七
号
、

二
〇
〇
二
年
掲
載
予
定
)
と

し
て
発
表
さ
せ
て

い
た
だ

い
た
。

第

一
九

号

、

二

〇

〇

年

)
、

「宇

多

上

皇

に

つ

い
て
」

(
『富

山

史

檀

』

第

111


